
平成 25 年度第 2 回佐倉市行政評価懇話会 要録 
日時 平成 25 年 8 月 26 日（月）9 時 58 分～12 時 8 分 場所 佐倉市役所 議会棟第 4 委員会室 

出
席
者 

懇話会委員：浅田委員、宇田川委員、神委員、髙𣘺委員、武藤委員（委員長）、目等委員（副委

員長）、吉村委員 
（五十音順）

事務局 福山企画政策部部長、井坂企画政策課長、上野主査、舍人主査、平岡主査補 
その他  

内      容 
 
議事 
 
平成 24 年度意見対応報告 
（委員長） 
前回は、平成 24 年度の懇話会意見に対する対応状況について報告を受けた。その中で再度、担当課

に確認するようお願いした二点についてまず事務局から報告してもらう。なお、平成 24 年度の提言に

対するやりとりは、今回で一旦終了としたい。委員各位もご了解いただきたい。 
（事務局） 
 前回、介護保険制度上の包括支援センターという名称と、敬老会祝い品に関する二点について意見を

いただいた。 
包括支援センターについては、福祉全般の包括的な支援を行うことが難しい状況も踏まえ、親しみの

わく愛称を検討する余地があるかどうかを再度担当課に確認した。担当課の高齢者福祉課からの回答

は、これまで 7～8 年の間、包括支援センターという名称を使用してきており、すでに相当この名称が

普及していると判断しており、愛称を加えることに伴う経費も経費などを勘案すると、現時点では難し

いが、今後、制度や箇所の変更など何かきっかけがあれば考えたいとのことだった。 
 次に、敬老会祝い品については、個々の地区社会福祉協議会の自主性に任せている部分であり、市側

からその部分について見直し等を求めるものではないと考えている。今後も、個々の地区社会協議会で

自主的に見直しや検討を図っていただきたいとの回答だった。 
（宇田川委員） 
 当初意見を出した趣旨は、敬老会に対する市補助金の中身として、市の祝い品のほかに地区社協から

の記念品が出るのなら、記念品を一本化し、浮いた経費を福祉部の別の事業に振り分けてはどうかとい

うもので、地区社会福祉協議会の使途について意見を述べたつもりではない。 
（事務局） 
 市補助金は、祝い品のためという名目で渡しているものではないとのことであった。 
（宇田川委員） 
記念品分的な要素があるなら削ってもいいのではないかという意味で意見を述べた。自分のほうでも

社会福祉協議会と話したが、理解されたところとそうでもないところもある。 
（委員長） 
 地区社会福祉協議会の自主的な判断が優先されているということなので、さまざまな意見や地域的な

要望も踏まえながら考えていただきたい。その際、毎年同じことを繰り返すのではなく、本来の目的に

即しながら、常にどういう方向がいいか考え、判断してほしい。その旨を事務局から伝えてもらいたい。

  
（1）平成 25 年度評価対象施策について 
（委員長） 
次に、前回の第 1 回懇話会で選択した本年度の評価対象施策について、事務局から説明をお願いする。

前回選択した 11 の基本施策について、それぞれ説明を受け、質疑をしていきたい。 
次回から部局との意見交換が始まるが、直近の会議で議論の対象となる施策については、特に詳しく伺



いたい。 
（事務局） 
資料 2「平成 25 年度佐倉市行政評価懇話会スケジュール」について 
 スケジュールをご確認いただきたい。今日は第 2 回会議だが、第 3 回は防災防犯課、第 4 回は自治

人権推進課、第 5 回は産業振興課を予定している。 
 
資料 1「平成 25 年度施策評価（平成 24 年度実施計画基本施策）」について 
資料 1 は第 4 次佐倉市総合計画前期基本計画 57 基本施策のうち、今回検討いただく 11 基本施策の

各課作成資料である。 
1 頁から 9 頁までは、第 2 章 快適で、安全・安心なまちづくり 基本施策 5「防災体制が整備され

たまちにします（防災）」及び基本施策 6「安全に暮らせるまちにします（防犯）」の 2 つの基本施策の

うち、市民部防災防犯課に関する施策であり、9 月 24 日（火）に意見交換を行いたい。 
10 頁から 26 頁までは、第 4 章 明日へつながるまちづくり 基本施策 3「商店街が元気なまちにし

ます」、基本施策 4「さまざまな企業の活動が盛んなまちにします」、基本施策 5「企業誘致を推進し、

既存企業の新たな展開を促進します」、基本施策 6「雇用が安定したまちにします」、基本施策 7「住ん

でよし、訪れてよしのまちにします」の 5 つの基本施策のうち、産業振興部産業振興課に関する施策で

あり、10 月 15 日（火）に意見交換を行いたい。 
27 頁以降は、第 6 章 ともに生き、支えあうまちづくり 基本施策 1「地域のまちづくり活動が盛

んなまちにします」、基本施策 2「ボランティアや NPO などの活動が盛んなまちにします」、基本施策

3「お互いの人権を尊重しあうまちにします」、基本施策 4「男女がともに参画できるまちにします」の

うち、市民部自治人権推進課に関する施策について、10 月 1 日（火）に意見交換を行いたい。また、

議会の都合上、部長が出席できない日が 1 日あるがご容赦願いたい。 
それでは、資料 1、防災について説明させていただく。 
災害には、暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波などいろいろあるが、この基本施策では、災

害のうち、地震と豪雨を取り上げている。前回の第 3 次総合計画では、第 2 章「災害に備え、対策がと

られているまちにします」というソフト面と、第 5 章「災害に強いまちにします」というハード面の 2
つの基本施策に分かれていた。当時の行政活動成果評価懇話会から「ハード面の整備のみでは、災害に

必ずしも有効とは言えない。ハード面、ソフト面が連携して、罹災した時にとりこぼしがない対策をと

られたい。関係課と連携を行い、すべての災害を網羅した施策となるようにしていただきたい」と意見

をいただき、第 4 次総合計画では基本施策がこの 1 つに統合されたという経緯がある。 
1 頁をご覧いただきたい。現状と課題については、一点目、地域における災害への備えとして、大規

模災害では、ライフラインの寸断、火災などにより、公的機関の活動が大きく制限されてしまうため、

平常時から行政、市民及び事業者が、防災対策を意識し、それぞれの立場で活動するとともに、互いに

協力することにより、災害による被害を未然に防ぎ、減らすことが重要であり、個人や地域での防災意

識を高め、自助・共助にむけた地域での取り組みを、行政が支援していく必要がある。二点目として、

防災体制の整備として、災害時における情報伝達手段である防災行政無線は、市内全域を網羅していな

いことから、今後も計画的に整備を進めていく必要がある。また、各避難所への防災井戸の設置、防災

倉庫の資機材の管理、水害に備えた資機材の整備など、市の災害対策体制の整備を継続的、計画的に進

めていく必要があると把握している。 
これらの課題に対応するため、一点目 防災意識の啓発、二点目 自主防災組織や市民による災害へ

の備えに対する支援、三点目 災害時に備えた情報伝達体制や資機材、防災施設などの災害時に対応す

る体制の整備 という三点が基本施策となっている。 
2 頁は、これらの取組みにおいて設定した 9 つの成果指標である。一点目、防災意識の啓発の成果指

標として、防災啓発センター来館者数や地震体験者利用人数、自治会・町内会等の防災訓練実施回数を

取り上げている。二点目、自主防災組織や市民による災害への備えに対する支援については自主防災組

織の団体数、三点目、災害時に備えた情報伝達体制や資機材、防災施設などの災害時に対応する体制の

整備、防災井戸、防災無線の設置数などを成果指標として捉えている。 
3 頁、施策の総合評価というところでは、担当課から判断が難しいとの意見があり、成果指標をみた



うえで、総体的な判断をお願いしたいということを了承いただきたい。 
 防災啓発については、平成 24 年度に防災啓発センターに設置している地震体験車が故障し、修理の

ために約 8～9 か月使用できなかったことにより、センター来館者数が前年度を下回っているが、各地

域での自治会、自主防災組織等を中心とした防災訓練が活発に行われた。訓練には、市職員を派遣し、

防災についての講話や資機材の使用方法などの防災啓発を行った。 
 災害体制の整備では、職員の非常登庁訓練や、防災資機材の入替、紙おむつや生理用品、粉ミルクな

どの備蓄を行うとともに、市内外の事業・団体との災害時の協力協定の締結を行った。 
 施設整備については、防災行政無線のデジタル子局 3 基の新設、12 箇所への防災井戸などの整備を

行った。 
 また、東日本大震災以降、情報伝達の強化として、エリアメールや PHS 電話の導入、支部への自転

車の配備とともに、防災ラジオの試験導入などを行っている。 
豪雨による市街地の浸水被害を軽減するための一つの方法としては、住宅地から流出する雨水貯留タ

ンクや雨水浸透マスを市民が設置する場合に設置費用の助成を行った。 
急傾斜地の崩壊対策としては、千葉県により行われた工事・設計などの事業費の負担やがけ崩れ危険

箇所の点検などを行った。 
これらは、全てハード・ソフトの両面から検討し、実施できるものから着手し、できる限りの防災対

策の強化に努めた。総括すると、基本施策につながる 9 つの成果指標のうち、6 つの成果指標が達成で

きている。未達成の 3 つの成果指標のうち、2 つの成果指標（防災啓発センター来館者数、地震体験車

利用人数）が達成できなかったのは、地震体験車の故障によるものであり、これについては平成 25 年

2 月に修理を完了しており、平成 25 年度は通常通り利用されている。 
これらのことから、担当課では、本基本施策は、概ね順調に進捗していると判断している。 
続いて 4 頁、今後の課題について、説明させていただく。 
災害時の情報伝達には被害の情報から避難所・ライフラインの復旧情報など、正確な情報をいち早く

伝える必要がある。防災行政無線をはじめ、メール配信、緊急情報エリアメール、防災ラジオなど様々

なツールを用い、情報伝達手段の拡充を図っていきたい。防災行政無線は、現在市域の 50％をカバー

する状況であることから、引続き子局整備を図る必要があるが、平成 32～34 年度までには既存の市内

子局スピーカー施設を全て現在のアナログ方式からデジタル方式へと移行する必要がある。 
また、豪雨による市街地の浸水被害を軽減するための一つの方法として、住宅地から流出する雨水量

を抑制する貯留施設（雨水貯留タンク）や浸透施設（雨水浸透マス）を市民が設置するよう引き続き啓

発に努めていきたいというのが担当課からの報告だった。 
5 頁、事務事業の状況について、具体的な取組内容は実施計画第 2 回改訂版 207 頁から 230 頁まで

を参照いただきたい。例えば防災啓発施設整備事業では防災啓発センターの管理運営、防災訓練支援事

業では、市主催の防災訓練や、自治会の行う防災訓練への支援協力などとしている。 
事務事業の経費については、表中の平成 24 年度事業費(決算額)と、平成 24 年度人件費の合計として

いる。人件費は、事務担当に毎月これらの事業におおむね何時間かかっているかを入力してもらってお

り、これに単価を掛けたものである。ただ、担当の入れ方により多少のばらつきがあり、例えば昨年設

置されて今年から本稼動している臨時災害 FM 放送事業については人件費 0 となっているが、昨年度

は準備段階だったため時間をことさらに上げてはいないが、作業が全くなされていないというわけでな

い。表のとおり、災害・防災関係にかかる全費用としては、約 2 億 5 千万円となっている。 
続いて、6 頁 第 2 章(6)安全に暮らせるまちにします について説明する。 
この基本施策は、防犯、犯罪の対策と交通安全の対策という 2 つの施策から構成されている。 

第 1 に防犯に関する現状と課題は、治安に関する状況の変化と自主的な防犯活動として、近年、自転車

盗難、空き巣、車の部品狙いなど、市民の暮らしを脅かす犯罪が発生しており、こうした犯罪の発生を

抑制するために、一人ひとりの防犯意識の高揚とともに、地域での自主的な防犯活動の支援や関係機関

との連携を図っていく必要があるというものである。取組み方針として、警察などの関係機関と連携を

図りながら、市民の防犯意識の啓発、地域における防犯活動を推進するということがあげられている。

 第 2 に交通安全に関する現状と課題として、交通事故件数と内容の変化については、佐倉市の交通事

故発生件数は減少傾向にあるが、高齢者の占める割合が増加傾向にあることから、社会状況の変化を踏



まえた対策を、関係機関とともに進めていく必要があるというものである。取組み方針としては、交通

安全教室や街頭啓発などの交通安全意識の啓発や、警察などの関係機関への要望などを通じ、交通事故

の減少を図っていくというものである。 
続いて 7 頁、ここでは 4 つ成果指標をあげている。防犯については、一番結果が表れるものとして、

市内の刑法犯認知件数、自主防犯組織の組織数を出している。交通安全ついては、佐倉警察所管内の交

通事故発生状況及び、交通安全移動教室の参加人数を指標として設定している。 
8 頁、施策の総合評価として、防犯と交通安全それぞれ取り組んだ具体の事業が表記されており、

後に総括として 4 つの成果指標のうち 3 つが達成できたとしている。交通安全対策基本法により、地方

公共団体の責務として「交通の安全に関する知識の普及、及び交通安全思想の高揚を図るため、交通の

安全に関する教育の振興、交通の安全に関する広報活動の充実等必要な措置を講ずる」旨が規定されて

いるが、これまで長年、市・警察・交通安全協会・地域等との連携の下、幅広い世代を対象に交通安全

教育を推進してきた結果、長期的な交通事故発生件数の減少という一定の成果をあげていると判断でき

るのではないかと捉えている。あわせて、市内刑法犯認知件数も減少していることから、本基本施策は、

順調に進捗していると判断している。 
9 頁、今後の課題として、市内では 251 の自治会･町内会等があり、地域の防犯活動については、団

体の規模もさまざまなので、地域に合った研修会の内容や方法について検討する必要があるということ

をあげている。交通事故については、死傷者数は長期的に減少しているが、高齢者の死傷者数は上昇し

ているため、市や警察、交通安全協会、地域が連携して交通安全教室を開催し、交通事故の防止に努め

たいと考えている。 
事業の内容については、実施計画書(第 2 回改訂版)231～234 頁に詳細があるが、安全な暮らしとい

う基本施策に対して、防犯、交通安全という 2 つの施策だけでいいものかどうか、例えば防犯を例とす

ると街灯については 4 章に補助金があるが、本来はそういったものが必要ではないのか、今後どうして

いくかという点を議論いただきたい。 
災害に関しても、ゲリラ豪雨については下水道施設の整備といった部分で、対応しているところもあ

る。担当部署では現在出されているものだけではなく、他にも関連する施策があるのではないか、また、

指標や総括の仕方は今のままでいいかなどについて、悩んでいる部分がある。 
（委員長） 
 2 つの基本施策について議論をする際、全体としての方向性の話と、ヒアリングに向けた論点の整理

という両方の切り口があるが、本日は、次回ヒアリングの準備ということなので、先にそちらから検討

したい。この場で、次回ヒアリングするときの論点、あるいは切り口を、各委員が共通認識する必要が

ある。今日の資料は大まかな概要を示したものであり、担当課から説明してもらう際に、改めて作成し

ていただく資料では、基本的な施策をもう少し詳しい説明して求めたいが、どういった点を詳しく説明

してほしいか、各委員の要望を出していただきたい。 
また、重要なことは、担当部局としては、どのような論点について議論してほしいのか、どのような

課題に係る意見を懇話会委員に求めるのか、こちらに投げかけてほしいという点である。 
また、本日の議論で、各施策に共通する部分の質問が出たならば、ヒアリングを受ける部署の考え方

を事前に調べ、まとめておいてほしい。 
次回ヒアリングに関する論点、要望であるが、私から、まず、佐倉市の予想される災害には、歴史的

にどのようなものがあるか出してほしいとお願いしたい。 近は竜巻など、今までにないものが増えて

いるが、分かる範囲でいいので、明治以降、例えば三陸なら 100 年に 1 回、大きな地震があり、1000
年に 1 回大きな津波があるなどといったように、佐倉としては、ゲリラ豪雨と地震があげられたが、歴

史的事実に基づいて、過去の災害を説明してほしい。事務局としても佐倉は地震と豪雨と洪水で足りる

と考えているか。 
（事務局） 
 災害対策基本法では、「災害」を暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波、噴火その他大爆発な

どと規定しているが、法施行令では放射性物質の対応も含まれている。しかし、実施計画上では放射性

物質対策は環境の分野であり、章が異なっているため、今回の議論は豪雨と地震に関してお願いしたい。

ゲリラ豪雨に対応するものとしては、危険個所のがけ崩れも課題の一つとなっている。 



（委員長） 
 地震対策においては東日本大震災より、むしろ阪神淡路大震災のほうが参考になるだろう。倒壊家屋

で亡くなった人が何パーセントかというデータが出ている。佐倉市で耐震性が弱い建物がどのくらいあ

るか把握をしているか、また、耐震診断を実施しているか、また、耐震診断に対する補助金を出してい

るか。佐倉市として公共施設だけでなく、耐震性の弱い建物を全て把握しているか、公共施設は耐震化

を進めていると思うが、市民の住宅に対しても進めなくてはいけないだろう。耐震性に劣る建物の耐震

強化をどのように進めていくか、ここが災害時の死亡者を減らすポイントになると思う。そういう基礎

的なデータを把握しているかどうかということが事業の中からは見えてこないが、現状はどうか。 
（事務局） 
 資料 5 頁の既存建築物耐震改修等支援事業で対応している。この事業では、昭和 56 年の建築基準法

改正前の基準で立てられた既存建物の耐震化にかかる経費の一部に対する補助金や、大雨等に対応する

敷地のかさ上げに対する補助金を交付している。平成 23 年度では木造住宅の耐震診断は 80 件ほど行

われており、そのうち補助を行ったのは 20 件程度となっている。 
（委員長） 
次に、災害への備えについてであるが、資料 1、1 頁に「自助・共助にむけた地域での取り組み」と

ある。元気な人たちは自助･共助が可能だが、なかなか自助ということが困難な人達もいる。阪神淡路

大震災では自衛隊に救出された方はわずかで、近くの人が救出しているというのが圧倒的な数である。

地域の人たちがどこにいて、どこに耐震の弱そうな住宅があるか、実際に倒壊した場合、一緒に救出す

る活動ができるか、お年寄りや車いすの方など災害に弱い人を把握しているか。福祉分野の検討時には

把握しているとの話だったが、災害面からはどうか。個人情報の関係で町内会には伝えないということ

もあるようだ。災害時に避難弱者を把握するためのシステムについては、どういう事業が関係してくる

か。 
（事務局） 
 自主防災組織支援事業や防災啓発事業などが関係すると思うが、訓練に来られない人にどう伝えてい

くかが課題である。防災無線や防災マップの配付などをしているが、引き続き考えていきたい。  
（委員長） 
 以上のようなことが今後の論点になると思う。各委員からはどうか。 
（目等委員） 
防災も防犯もそれぞれ町内会長に詳細なアンケートを取っているが、その結果は知らされていない。

資料を見ていると、自助･共助など、地域を強調し、地域に投げている印象を受ける。行政にできる範

囲、行うべき範囲については理解している。そのうえで申し上げるのだが、昨年･一昨年と詳細なアン

ケートがあり、行政では地域の実際の苦労や問題点をつかんでいると思うが、その部分についてどう考

えているか、どうするか知らせてほしい。 
（事務局） 
 昨年度、地域防災計画のためアセスメント調査を行い、そのためにアンケートを取ったと思われる。

そこから得られた地域の抱える課題や問題点について、どう認識しているかということについて、担当

課に確認したい。 
（目等委員） 
 地域に自分たちのことは自分たちでと言っても限界もある。また、別の面からの話であるが、東日本

大震災時に、丁度この庁舎内で会議中だった人の話では、当時、避難等の指示は何もなかったと言って

いた。自分の方からは、行政は仕事を継続するということが第一にあるので、それをいかに地震対応に

シフトするか、災害があったら、対応体制をまず組むので、それを判断するのに判断しきれなかったの

だろうと答えたが、それでよかったのかという疑問がある。 
（事務局） 
 実際、その日は地震が起きると外に出るという繰り返しだった。 
（委員長） 
 この建物は耐震性に劣るという認識を皆がしていたからではないか。東京都千代田区あたりの新しい

建物では、建物内のほうが安全なので、地震の時には外に出ないよう言われていた。 



（宇田川委員） 
 防災防犯課で言っている災害については、地震とゲリラ豪雨などの自然災害を指しているようだが、

インフラで耐用年数が到来していて自然崩壊するものがある。点検しておらず危ないものもある。そう

いうことは今回対象とされていないが、対応する部署があるのか。ここでいう自然災害だけによる災害

だけでなく、インフラによる災害は議論されるのか、されないのか。防災対策では、必ず高齢者・障害

者などのいわゆる弱者への対応が出てくる。担当課に福祉部や高齢者福祉課も関連させる必要があるの

ではないか。 
（事務局） 
 耐用年数の到来するインフラへの対応については、一つの例として、実施計画書(第 2 回改訂版)p.488
に下水道施設(雨水)改修事業がある。今あるものを改修するインフラ系については、下水・上水・道路

橋梁などそれぞれ別に事業があり、災害に集約しているものではない。福祉に関しても障害･高齢など

各々の施策の下にあり、災害別に全部が対応しているものではない。 
（宇田川委員） 
 自然災害による被害については、庁舎など公共施設にも被害が出るだろう。庁舎や道路については自

然災害がなくてもそれそのものが被害を及ぼすことはありうるのではないか。資料を出してもらうとき

に、インフラの中で耐用年数的にこういうところが危険だというものや他市町村の先進的な例などは出

せるのか、出せないのか。把握しているのか、していないのか。聞いたところでは佐倉市内だけでそれ

らの対応に 400 億円くらいかかると言われているが、どうなのか。 
（事務局） 
 全資料は難しい。 
（宇田川委員） 
 一部でもかまわない。 
（宇田川委員） 
 市民が普段大丈夫なのかと思っているようなものの実態について、市は把握しているか。 
（委員長） 
 ハザードマップはあるか。分野別のものか。 
（事務局） 
 各々のハザードマップは存在する。例えば急傾斜地については千葉県が作成しており、市内で 188
箇所存在している。ただ、県も図面から把握しており、個人宅なので補助にも限界がある。 
（宇田川委員） 
災害については、防災防犯課だけが対応できる範疇ではない。今回はここに絞るしかないが、いろい

ろな課が関連しており、横断的に議論しなければ、ここだけで防災の議論ができたとは言えないのでは

ないか。  
（事務局） 
 先ほど話の出たインフラの関係について、総合計画の中では、第 2 章の防災の中には入っていない。

公共施設については、現在、資産管理経営室が全体の施設について台帳を作り、更新については今後検

討していくことになっている。道路や橋や上下水道などの公共インフラについては、5 章で長期的な更

新について検討されている。下水道は長寿命化計画が作成されており、橋梁は今作成している。市内の

トンネルは 1 箇所あるが、これは新しいので個別に見ていく予定である。上水道は公営企業で運営して

おり、こちらも長寿命化計画が作成されており、基本的にはそれぞれのインフラで見ていくことになっ

ているが、建物の管理は各担当課に分かれているので、資産管理経営室が全体計画を立てることになっ

ている。広い意味では防災だが、ここでの 2 章には入っておらず、概算レベルで参考程度にお示しする

程度となる。 
（事務局） 
 防災担当課で行っている、コアとなる事業と、他のやっているインフラ系、耐震など周辺事業とに分

けた上で、市民の防災という観点からは、コアな事業と周辺事業を含めて全体で安全な街を作るんだと

いうという説明が必要かと。全部の事業をこの部分で抱えるのは不可能だが、説明資料としては必要だ

ということでよいか。 



（事務局） 
 おおまかなものは用意できると思う。 
（宇田川委員） 
 この場では自然災害に関してどう対応していくかということになるか。 
（事務局） 
 地域防災計画は風水害・地震の対応が主なものである。今回、福島の関係もあったので、放射能も入

っている。 
（浅田委員） 
 原発・放射能問題は気になる部分だ。千葉県のすぐ近くに別の原発もある。どのように市民を守るか

という発想や対策を考えておくべくべきではないか。 
（事務局） 
 地域防災計画ではそこまで掲載されていない。原子力の問題は国が行うべき部分、県が行うべき部分、

基礎自治体である市が行うべき部分と分かれており、市がすべて対応できるものではない。 
（浅田委員） 
 市がやるのはどの程度のものか。 
（事務局） 
 市が行っているのはまず除染である。今回の事故で環境省が中心となって構築された枠組みの中で市

としておこなっているが、このこと自体が試行錯誤を重ねており、定型的なものではなく、また、時間

の経過でも変わっていっている。 
（浅田委員） 
 今回の事故は、国の対応が遅くなり、 悪の事態を招いたと考えている。その中で、市としてどうし

ていくかを検討してほしい。 
（事務局） 
 市では空間放射線量の測定を行い、公表し、必要があれば除染等の対策を行う。経費については国の

補助がある。 
（浅田委員） 
 近い場所だけでなく、遠いところに放射能が行くので、その部分も心配だ。 
（事務局） 
 佐倉市でも、空間放射線量の測定を継続し、注意を怠らないようにしている。 
（委員長） 
 ホットスポットのようなところはあったのか。 
（事務局） 
 環境省のいうところである、周りよりも線量が高い地域というものはなかった。重点調査地域になっ

たのは、上空から見たときに一部の地域でほんの少し該当するところがあり、心配される方がいること

から、念には念をいれて、調査や除染を行うため、指定を受けるよう手を挙げたという経緯がある。重

点区域の指定については、それぞれの自治体の判断があって行われたものなので、佐倉市より値が高く

ても風評被害への懸念などで指定を受けることを控えた自治体もあった。基本的には、調査時点でかな

り低かったため、今の時点で測定すると重点調査地域の基準に該当市内可能性が高い。こちらで測定し

ているものも時間とともに数値が下がっているため、同じ県内でも東葛地域のような状況ではない。 
（髙𣘺委員） 
今の、放射能関係に関連して、学校に除染した土がそのまま置いてあるが、あれはどのように考えら

れているのか。例えば臼井小も積まれたままでいる。いくつかの学校や施設でも山積みでビニールが掛

けられているが、見通しはどうなっているか。 
（事務局） 
 現時点では、仮置場を用意して移したいのだが、その目途がたっていない。移すところがないので、

いったんその場所に置いて上下を返してシートを被せて養生するしか方法がないと地域に説明してい

る。一部は地中に埋めて覆土している。できない場所は上下を返してシートを掛けている。除染した土

をもって行く場所については、候補地周辺と交渉したが、やはり来られるほうは反対となるため、難し



い。今どこかに移すということは、現実的にできる状況ではない。もう一点、国が仮置き場と言ってい

るのは法の基準による 8,000 ベクレル/㎏以上のものであり、除染した土だからといってすべて対象と

なるものではない。佐倉市の場合は 8,000 を超えていない可能性が高い。 
（髙𣘺委員） 
 次に、資料 1 頁「4 施策」について詳しく聞きたい。まず、「防犯に対する知識･意識の普及を図り

ます」というが、市民の方が現在このくらいの意識だからここまでは高めたほうがいいとか、この分野

が弱いから強化したいといった目的意識に基づくものなのか。防災は市がすべてできるものではない。

市民一人ひとりの備えへの意識が高くなければできない。いくらこうやってほしいと市から言ってもで

きるものではない。どのようなことの普及を図りたいのか、実態はどうなのか。毎年同じことをただや

るのではなく、そういうことを伺いたい。二点目として、「地域における災害への備えを支援します」

とある。私の家のあたりは瓦屋根の家が多く、自宅も棟がつぶれて農協の火災保険で直した。市がすべ

ての災害宅への補助を出すことはできないので、保険の紹介や、備えへの取組みについて説明や支援を

考えてほしい。三点目の「災害に備えた体制を整備します」についても、現状などもう少し詳しく説明

をしてもらえると意見と方向性が見えてくると思う。 
（事務局） 
 次回、担当課からも資料を用意し説明するようにしたい。ただ、施策としてこういう事業がもっとあ

ればいいというのではないかという部分と、現在行っている個別事業について、もう少し詳しく評価し

たいという部分が両方あり、事業と施策レベルの議論が混在すると、懇話会として意見のとりまとめが

難しくなるのではないか。 
（髙𣘺委員） 
 東日本大震災では自宅周辺で棟が壊れ、個々の家で直している。私の実家の宮城県栗原市では震災時

に 2 回、大きな地震があったが、実家周辺の家はあまり壊れていない。今回、自宅修理には 300 万円

程度かかってしまった。佐倉市内でも佐倉高校の下あたりなど、揺れの激しい場所があったと聞いてい

る。市は諸々の備えについて、どれくらいのレベルでどう対応をしていこうとしているか伺いたい。 
（委員長） 
 では、これらを担当課に伝えて資料を準備していただきたい。 
（神委員） 
 防災訓練について、災害が起こったらどうするかについては分かった。佐倉市に歴史的にどのような

災害があり、どの程度の大きさまでの対応を想定しているかは市の考えがあると思うが、もし長期的に

仮設住宅での生活という局面に入った場合、市はその後の想定はしているか。活動訓練や啓発の中身を、

生活再建や復興まで含めて考えているか知りたい。先ほど目等委員からも東日本大震災のときに市がう

ろたえていたと聞いたが、その経験をその後の訓練に生かしているか。また、福祉の関係になるが、災

害弱者がどういうことに困ったのか、積極的に把握しているか。特に、精神・知的障害など、体はしっ

かりしているが他の人とコミュニケーションをとるのが難しい方はどうだったかについて把握してい

るか。あと、訓練や啓発について町内会にかなり頼っているという印象を受ける。町内会が全体的に機

能しているか。古い地域はしっかり機能していると思うが、新しい街、例えばユーカリが丘などはどう

か。市川などでは町内会や自治会組織がなく、すべてを管理会社が行うことをセールスポイントにして

いるマンションもある。そのような場合、市はどうするのか。関連して、町内会だけではなく、NPO
や市民の活動もあるが、それが防災や防犯にどう関連し、市はどう想定し、関わっているか伺いたい。

（浅田委員） 
 私はユーカリが丘で自治会役員をしているが、自主防災組織もある。今週末に自主防災会主催の防災

訓練があり、市から地震体験車と職員に来てもらう。ただ、参加者がなかなか集まらず、啓蒙が難しい。

それぞれの地区で班長が強制的に 2 人集めるというようなこともしている。災害時には、社会的弱者、

例えば病人を抱えるご家庭や要介護者をいち早く発見することが課題なので、自主防災組織では旗を使

って把握する。災害時に問題のないご家庭は玄関先に旗を出してもらう。旗のないところは問題がある

ということなので、発見につながる。手助けが必要な要介護者やご老人などのうち、個人情報に同意し

た人についてはリストアップして班長にだけ配るということもする。やはり初動が非常に大事であり、

弱者をどう守るかを考えている。あとは災害が起こった時には自分の身と、自分の家族を守るのが 優



先と言っている、その次に周りの弱者を守り、そして町全体が被災から免れるということにつなげたい。

（宇田川委員） 
 障害者や弱い立場の人を視野に入れない防災対策というものは、これからはないだろう。 
今、防災訓練の話が出たが、自分たちは 3 年前から行政や消防署に頼らない防災訓練を意識して行って

いる。災害が起こったら、 低 3 日間、場合によっては 1 週間現場に出られないことも考えられる。そ

れならば、平常時は支援してもらうが、いざ起きたときには来られないのだからと、4 年前まではしご

車や地震体験車など珍しいものを使った防災訓練だったものを、避難誘導などの訓練に切り替えた。そ

の中で、耳の聞こえない人から、話をされても何を言っているか分からないと言われ、そういう問題も

あることに気が付かされた。行政も私たちは 初の 3 日間は行けません、地域の皆さんで自助･共助で

やってくださいよと言えばいい。防災課はそういう方向になっているようだが、私は歓迎する。市がや

ることをきちんとやる中でそう言ってくれて私はかまわない。地域が目覚めるための啓発をするべき

だ。 
（吉村委員） 
 防災行政無線は現在 50％とのことだが、高くないと思われるが、この数字に危機感はないのか。計

画の中では平成 27 年度までに 61.67％とのことで、費用がかかるものかもしれないが、このペースで

いいものかどうか。エリアメールについて、若い人たちは携帯電話など使いこなしているが、高齢者な

どは難しいが、どう考えているか。雨水貯留タンクや雨水浸透ますについては、どの程度費用が掛かる

もので市民の設置を啓発するということでいいものなのかどうか分からない。自宅近くのものは小学校

の下にあるものなので、それをイメージすると町内会で設置するのは大変だと思う。そのあたりを詳し

く説明願いたい。また、先ほど宇田川委員からもお話しのあったように、東日本大震災以降、町内会の

防災訓練の意識が非常に変わってきているということだが、研修会の内容、支援方法の内容を検討する

必要があるという点について、どのような問題があるか伺いたい。 
（委員長） 
 各委員から関心のある部分について意見が出たので、事務局で項目整理をしてもらったうえ、各委員

は次回までに担当課から説明を受けたい部分について事前に事務局に伝えてほしい。また、口頭説明で

は足りない部分もあるので、本日の資料以外にも作成願いたい。数値についても、防犯は 22～24 年度

と動きがあるが、防災は 24 年度のみとばらつきがある。例えば 3 年間とか、平均など、分かりやすく

作成してもらったうえで、とりわけ担当課がどんなことに悩んでいるのか問題提起をしてもらいたい。

佐倉市をよりよく災害に強いまち、安全なまちにするために議論する場であり、こうしましょう、ああ

しましょうと考えていきたいということを十分伝えてほしい。 
（事務局） 
 先ほど下水道等の話も出て、その際は担当課が土木河川課などにも及ぶが、次回呼んでいるのは防災

防犯課なので、防災･防犯に特化した形でよろしいか。さまざまな課が来ると話が深まらないおそれが

ある。 
（委員長） 
 下水道についても下水道普及率はまだ 100 パーセントにはなっていない。普及率を上げる経常的な

施策と、災害の際どこが弱くなるかといった、災害に特化した施策がある。道路や橋梁、急傾斜地もそ

うだが、災害対策に特化してどこが特に危険で、どういう対策を取るかということがしっかりできてい

れば、防災という名称で下水道の話をするわけではない。そこを抑えてもらえればいい。 
（事務局） 
 次回の議論は施策全体をとらえるものの防災･防犯を中心ということでよろしいか。 
（浅田委員） 
 震災以降、災害対策のための部局を超えたプロジェクトはあったのか。 
（事務局） 
 震災時は 1 時間おきに部長会議が開催され、対応方法について協議されたがその後は特にない。 
（委員長） 
 大災害時に、通常業務をストップして、災害のための組織を作ることになっていたと思うが、東日本

大震災時にどう機能したのか。 



（宇田川委員） 
 今の委員長のお話に関連するが、非常登庁訓練は避難所近くに住んでいる市職員が来る。避難所では

いろいろな課の職員が集まり、器具の使い方などの訓練はするが、避難所が開設された際、部署の違う

職員同士がどう動くかなど、その辺の訓練までしているか。 
（事務局） 
 そのあたりは次回、担当課を交え議論いただきたい。 
（宇田川委員） 
 そこからいろいろ防災担当課では出てこない話が出てくる。 
（事務局） 
 施策全体の議論は重要だが、次回は防災防犯課のみなのでその点はご理解いただきたい。 
（委員長） 
 次回資料として、防災マップや交通事故発生地点も示してほしい。 
 では後半で、自治人権推進課と産業振興課管轄の説明をお願いしたい。そのうえで、事前議論をどの

ようにするか相談したい。 
（事務局） 
では資料 1、27 頁をご覧いただきたい。 
6 章基本施策(1) 地域のまちづくり活動が盛んなまちにします という施策については、現状と課題

の一点目として、コミュニティ形成の促進が挙げられる。市民協働を推進するためには、地域の課題を

地域で解決する市民の自治活動が重要であり、地域活動の推進母体となるコミュニティの形成を促進し

ていく必要がある。--また、市民の自治活動の充実や促進のためには、行政による地域活動への支援が

必要となる。特に、市民が自治活動を行っていくためには、その活動拠点の確保が課題となっている。

もう一点は、市民協働について。市民協働を推進し、地域のまちづくり活動が活発になるためには、ま

ちづくりに対する市民の意識を高めていく必要があるとともに、市民協働に対する市民の理解を得る必

要があるということで、主な取組みとして 28 頁に５項目を挙げている。一点目は、まちづくりに対す

る市民の関心を高める、二点目は、地域のまちづくり活動の環境を整備するということで、活動場所と

してのまちづくり協議会の設立支援などに努めている。三点目は、市民憲章推進事業が主なものであり、

市民活動の情報交流を推進する環境整備を行うというもの、四点目は、各種コミュニティ活動への支援、

これは主に自治会の活動支援であり、五点目は、コミュニティの活動拠点の確保ということで、活動を

行う場所、コミュニティ施設、地域集会所自治会などの拠点の整備である。 
29 頁には成果指標を示している。まちづくりの状況としては、まちづくり協議会の数や認知度を指

標とし、地域コミュニティ活動の支援にかかる成果としては、地域活動の数などを挙げている。 
30 頁、総括として、まちづくりに対する市民の関心については、公益活動団体登録数などから順調

に進捗していると判断している。地域のまちづくり活動の状況については、地域まちづくり協議会の実

施事業数や認知度などから概ね順調に進捗していると判断している。地域コミュニティ活動への支援に

ついては、地縁団体が主体的に行う地域活動に対して支援を行うなど順調に進捗していると判断してい

る。コミュニティ活動拠点の確保については、自治会等からの要望に基づき地区集会所整備に関する補

助を行うなど順調に進捗していると判断しており、本基本施策につながる 11 の成果指標のうち 9 の成

果指標が目標達成できていることから概ね順調に進捗しているものと判断している。ただし、担当課内

に、施策の進捗度を、成果指標の達成状況のみで判断してよいものかという意見もある。 
なお、今後の課題として、集会所の老朽化に伴い、建替・修繕等の要望が増加していることや、自治

会・NPO・まちづくり協議会等が行う公益活動の活発化が必要だと認識している。 
次に、32 頁(2)ボランティアや NPO などの活動が盛んなまちにします という施策について説明さ

せていただく。市民活動が盛んになるためにはどのような施策を行うかということで、まず市民公益活

動への意識を高めること、また、団体、個人が活動しやすい環境の整備などの支援を行うことが、課題

である。33 頁にまちづくり活動が盛んだと感じる市民の割合という成果指標があるが、市民意識調査

で、市民活動が「盛んだ」「まあまあ盛んだ」と感じる市民の割合は、平成 24 年度で 35.9 パーセント

となっている。その割合を高めていく必要があろうかと思っている。施策評価としては、3 つの成果指

標のうち 2 つが達成されているので、おおむね順調に進捗していると判断している。なお、担当課から



は、もちろん行政としてのきっかけ作りなど、やれることはやるが、防災･防犯同様、何よりも地域活

動をやっていこうという人達の意識を継続し、参加者のつながりの維持･継続が重要だという意見がで

ている。 
続いて 35 頁(3)お互いの人権が尊重しあうまちにします について説明させていただく。 

佐倉市では、平成 9 年 2 月に「人権尊重・人権擁護都市宣言」を行い、同年 9 月に「佐倉市人権施策

推進指針」を策定し、別添資料のとおり、人権尊重のまちづくりに取り組んできた。この間、人権尊重

社会に向けた取り組みが大きく広がるなど、一定の成果は見らたが、その一方で、いじめや児童虐待、

ドメスティック・バイオレンスのほか、情報技術の発達などにより、新たな人権課題が生じるようにな

った。また、人びとの人権意識の高まりなどによって、これまで社会的に注目されていなかった事柄が

人権課題として認識されるようにもなっている。これらを踏まえ、市では指針を改定したという形にな

っている。それに基づき施策に取り組んでいるが、37 頁に総括として、本基本施策は、数値で判断す

ることは難しい面もあるが、学校や地域の啓発活動、行事などを行ったことから、継続して展開できる

ような支援を行っていきたいとしている。 
続いて、38 頁(4)男女がともに参画できるまちにします についてである。 

施策として、男女平等についての意識の啓発、男女が対等な立場で参画できる環境の整備、身近な活動

拠点である男女平等参画推進センターの機能の充実、DV 対策の推進を挙げている。 
40 頁では、男女平等参画社会の実現は意識的な部分が多く数値化が難しいとしているが、別添の男女

平等参画基本計画【第 3 期】に基づき、啓発などに取り組んでいくこととしている。例えば、男女平等

参画基本計画【第 3 期】4 頁 体系図、これは人権でも防災、防犯、地域活動すべてにおいて共通して

いることであるが、男女平等参画は、男女がともに参画できるまちにしますという基本施策で完結する

ものではなく、この総合計画にぶらさがるすべての基本施策につながっているものと考えている。 
（委員長） 
事務局の説明に対して質問、意見があればお願いしたい。自分からは、4 つの基本施策のうち、1 と

2 の違いがよくわからなかった。NPO などの市民公益活動とそれを包括したまちづくり活動、この 2
つは並立ではなく包含されている概念なので、少し変な組み立てではないか。また、男女平等と人権の

関係も、人権という大きい円の中に男女平等画がある。そして、その 1.2 と 3.4 の関係も含めて 1 回で

全部整理するのは難しいとも思われるがどうだろうか。 
（神委員） 
 事務局からも話があったが、人権にかかる施策は啓発のみである。これだけを点検するよりは、ほか

の施策で人権的な目で見ていけばいいのではないか。この施策のみ取り上げても、教育がなされている

か、知識の向上が図られているか行政委員はどうかという観点になってしまう。それより行政が人権に

関わるという点では、ひとり親の支えや非常時の障がい者への対応について充実させることが人権行政

としてあるべきところではないか。人権と女性を分けているのは国の意向もあるのかもしれないが、そ

の点検よりは、市民活動を取り上げたほうが、意味があるのではないか。 
（委員長） 
 例えば、先ほどの防災・防犯について議論する中でも、人権的な見地に立っているか、男女平等の視

点は入っているか、という部分を入れておき、忘れないという見方のほうが重要ではないか、そして、

担当課の皆さんはこの部分について配慮しているかということを検証していく、ということか。 
（神委員） 
 その通りだと思う。 
（委員長） 
 特に委員の中から要望がなければ、第 6 章では基本施策(1)(2)に重点を置いてヒアリングをしてはい

かがか。 
（目等委員） 
 懇話会意見書の作成にあたり、必ず担当課と何がしかの議論をしなければならないということはない

か。 
（事務局） 
 担当課と意見交換をしなくては意見書に掲載できないということはない。前回及び今回の議論に基づ



き意見を掲載することは可能だろう。ここについては、意見交換はしないが、こういった視点を入れて

くれというほうが望ましいといったこともあるのではないか。 
（目等委員） 
 時間が限られる中では、その方が議論も深められる。 
（浅田委員） 
 その方がいいだろう。 
（目等委員） 
 女性問題は昔かなり軽視されていたが、当時と比べて状況は改善されている。もちろん無視していい

ものではないが、防犯などの施策の中でも、議論の中に入れていくというならばそのほうがいいだろう。

（浅田委員） 
 佐倉市として男女共同参画や人権問題に対し、特に力を入れているということはあるか。 
（事務局） 
 現時点で、それだけを特化しているわけではない。先ほどからの話の流れにあるように、すべての施

策に反映させるものであるし、ミウズといった拠点もあり、啓発は続けなくてはならない。 
（目等委員） 
 同和問題は抱えているか。施策に見当たらないようだが。 
（事務局） 
 事業の内容としては入っている。実施計画書(第 2 回改訂版)では 541 頁、人権教育推進事業がそれで

ある。人権教育施設の維持管理事業ということで、拠点整備を行っている。 
（目等委員） 
 指定校はあるのか。 
（髙𣘺委員） 
 今は指定校はないと思われる。 
（宇田川委員） 
 このテーマは数値で判断することも難しいので、委員長意見に賛成する。 
 
（2）部局との意見交換について 
 
（委員長） 
 次回 9 月 24 日に防災・防犯についての議論をしたうえで、会議後事前準備をしておくということと、

次の産業振興課も 5 施策あり、商店街・企業活動・企業誘致・雇用・観光と幅広いので 1 回での議論は

難しいと思うのだがどうか。 
（目等委員） 
 予備日はあるか。 
（委員長） 
 2 回に分けてヒアリングを行うことは可能か。企業活動や企業誘致をここで意見交換して有意義な意

見が出るだろうか。 
（浅田委員） 
 観光は意見交換しやすいテーマだと思う。 
（委員長） 
 観光は外せない部分だと思うが、企業誘致はどうだろうか。 
（浅田委員） 
 産業構造や将来構想を見ないとなかなか議論が深まらないのではないか。 
（宇田川委員） 
 優良企業の誘致に向けたことなど、逆に聞きたい部分もある。 
（委員長） 
 企業誘致については、工業団地や工業用水のためのダムを作ったのに企業が来てくれず、ダムを廃止

したような苫小牧のような例もある。 



（浅田委員） 
 震災後、故郷に戻りたくても働く場所がないから帰って来られないという問題を抱えた地域もある

が、佐倉にはどんな魅力がある、住んでよし、訪れてよしという夢のある話からしてはどうか。 
（委員長） 
 そういった意味では、観光と商店街に絞るというのも 1 つの案かと思うがいかがか。次回、防犯防災

について担当部局との意見交換した後、人権についての事前準備を行うが、その後で少し時間を取って

産業振興のテーマを検討するか。 
（目等委員） 
 意見交換の時間配分はどのような想定か。 
（委員長） 
 昨年は 2 時間意見交換した後、1 時間程度、説明や議論をしたということもあった。実際、1 時間半

から 2 時間意見交換をしないと議論が深められないというところもある。 
（事務局） 
 交流人口という広い視点で佐倉市の魅力や情報発信となるとそれだけで結構なボリュームがあり、商

店街も入れられるかどうか、時間的に厳しいかもしれない。 
 
（3）その他 
 次回のスケジュール確認 

（12 時 08 分 終了）

 























































































 


